
議案第 32号  

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

１ 財産の種類及び数量  モニター一体型除細動器 ２台 

２ 執行方法  一般競争入札 

３ 取得金額  ￥８，１５７，６００円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ￥７４１，６００円） 

４ 取得の相手方 

   東京都豊島区駒込１-14-９ 

   エイバン商事（株） 

   代表取締役 武内 淳一 

 

令和８年６月３日提出 

 

葉山町長  山 梨  崇 仁  

 

提案理由 

  地方自治法第 96条第１項第８号に規定する条例で定める財産の

取得に該当するため、提案するものです。 



 

入札結果 

 

  件名  モニター一体型除細動器の購入 

 

１ 入札経過 

(１) 入札公告：令和８年４月 21日 

(２) 入札執行：令和８年５月 12日  

 予定価格（税抜） ¥11,152,000 

業者名 決定区分 第１回入札額 

エイバン商事（株） 落札 \7,416,000 

日本船舶薬品（株）横浜

支店 
 \9,570,000 

(３) 仮契約日：令和８年５月 18日 

 

２ 取得する物件の概要 

（１）資機材名 モニター一体型除細動器 

（２）機能 心拍数、血圧、12誘導心電図などの測定と除細動器（電気

ショック）の機能が一体型となり、持ち運びできる機器。 

 現場（患者自宅等）で 12誘導心電図を測定することで心

臓疾患を早期に特定でき、迅速に医療機関へ連絡、搬送する

ことが期待できる。 

 12誘導心電図には解析機能がついているため、経験の少な

い救急救命士でも、心臓疾患を早期に疑うことができる。 

（３）画像イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）納入期限 既存車両用：令和８年 12月 25日 

新規車両用：令和９年３月 10日 
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